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役員選挙時
に男女共同
参画の配慮
の呼びかけ

推薦役員
の設置

会員への
意識調査

役員のジェンダーバランス定数枠設定
フローチャート

定数枠
設定

⑤男女共同参画ワーキンググループの活動

①

④

③
②

（２００７,２００９)
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（２００５,２０１６)

（２００５～）

３割
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①

役員選挙時の
男女共同参画に関する

配慮の呼びかけ
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2007年・2009年
委員選挙時の会員連絡の際に、男女共同参画の観点から
の配慮を求めた。

日本哲学会 会員連絡
「委員の選出について」

「本年度は役員選挙がございますので、選挙規定に従い
投票をお願い致します。……
女性委員が極めて少ないのが現状です。委員会は男女共
同参画ワーキング・グループの提言を受け、投票に際して
ご配慮いただくようお願いします。」
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役員選挙時の男女共同参画に
関する配慮の呼びかけ

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

委員・
理事
(2011
以降)

女性 1 1 1 1 2 2 0 3 3 1

全体 32 32 31 32 32 32 20 20 21 21
女性
率

3.1% 3.1% 3.2% 3.1% 6.3% 6.3% 0% 15.0% 14.3% 4.8%

編集
委員

女性 2 2 0 2 3 4 4 3 4 4
全体 35 34 31 35 30 32 35 36 36 33
女性
率

5.7% 5.9% 0% 5.7% 10.0% 12.5% 11.4% 8.3% 11.1% 12.1%

日本哲学会の女性役員比率
効果
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②
推薦理事・推薦評議員

の設定

95



2011年 理事の合議により

推薦理事4名 （全理事20名のうち20％）
推薦評議員4名（全評議員52名のうち８％）

を任命できるようになる。
→ジェンダーバランスを配慮する可能性が拓けた。

「日本哲学会規則」第六条
(１) 必要に応じて、最大四名まで推薦評議員を
置くことができる。
(2)推薦理事を最大四名まで置くことができる。

理事は評議員
の互選により
選出される
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③
男女共同参画に関する
会員アンケートの実施
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2005年 男女共同参画推進に関するアンケート

調査期間：2005年8～9月, 対象：会員1775人,
回答：136人, 回答率:8%

2016年 男女共同参画推進に関するアンケート

調査期間：2016年1～2月, 対象：会員1403人

回答：242人, 回答率：17%
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50%

36%

42%

47%

8%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016(n=242)

2005(n=148)

学会の委員の選出に際して「女性枠」を設ける必要

があると思いますか

思う 思わない その他

41%

61%

2%

18%

14%

7%

24%

9%

5% 14%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016(n=242)

2005(n=148)

委員の「女性枠」を設ける場合、どの程度（何パー

セント）まで増やすのが適切であると思いますか。

～10% 10-19% 20-29% 30-39% 40-49% 50%以上

36％→50%が女性枠に賛成

14％→43%が3割以上と回答 99



28% 33% 10% 11% 18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016(n=242)

大学やその他研究機関の採用時に女性採用枠を

設定することについて、どのように考えますか

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 どちらともいえない

61%が「賛成」
「どちらかといえば賛成」

77%

58%

53%

52%

50%

42%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公正な状態になるまでの暫定的措置が必要

採用時のジェンダー・バイアスの解消

学生のキャリアのために多様性が望ましい

キャリア形成時のジェンダー・バイアスの解消

過去の差別の解消

男女の公正が望ましい

ケア役割の多くを女性が担っているため

(n=146、複数回答)

「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答した方は、その理由をお答えください

(2016「男女共同参画推進に関するアンケート」日本哲学会) 100



60%

48%

63%

56%

38%

44%

22%

4%

54%

63%

63%

58%

58%

54%

46%

23%
15%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

大学院修了・退学後の進路選択

大学院での教員による研究指導

大学入学以前

学部卒業時の進路選択

教員以外の者による指導

学部での教育・指導

研究テーマの選択

その他

男女の処遇に差はない

男性(n=131) 女性(n=48)

★哲学教育・研究においてジェンダー・バイアスは進路選択や
指導などの面で見受けられる。

ジェンダー・バイアスが実際に存在・作用
していると思う場面をお答えください

(2016「男女共同参画推進に関するアンケート」日本哲学会)

（複数回答）
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【分析】日本の大学の哲学・思想系学科では、学部から
博士課程までに女子学生在籍比率が半減している。

( “Women in Philosophy in the UK, A report by the British Philosophical Association and the Society for 
Women in Philosophy UK”, 2011より2008-2011年データ; Bildung und Kultur Studierende an 
Hochschulen, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016;  “Women in Philosophy”, American 
Philosophical Association, 20013より 2009年データ;  日本哲学会調査, 2013年度より作成)

哲学分野女子学生在籍比率

49% 46% 45%

31%
40% 37%

44%
29%

24%
31%

38%
30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

日本 イギリス ドイツ アメリカ

学部 修士 博士

背景

女子学生をサポートするネットワークが必要
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各国の哲学系女性会員比率

(American Philosophical Association, 2015, 有効回答数3362人; 
Deutsche Gesellschaft für Philosophie, 2012, 会員数1617人, Newsletter Nr.16;
日本哲学会2016年より作成)

23.9% 23.1%

11.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

アメリカ ドイツ 日本

背景

諸外国に比べて
低い日本の女
性会員比率
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④
ジェンダーバランスを考慮した

役員定数枠の設定
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日本哲学会役員選出・評議員選挙細則
2018年7月7日改訂

●理事定数十六名のうち五名を、ジェンダーバラ
ンスを考慮した定数枠として設定する。

●評議員定数四十八名のうち十六名を、ジェン
ダーバランスを考慮した定数枠として設定する。

④ジェンダーバランスによる役員定数枠の設定
理事 ３１％
評議員 ３３％

集団では30％か

ら政治的影響力
を持ち始める

クリティカル・マス
30％を達成！会員の女性比率 11%
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14%

27%

16%

14%

5%

1%

3%

2%

36%

27%

27%

27%

20%

16%

15%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

私的な勉強会等への参加機会

学会委員として活動する機会

講演や提題の依頼

寄稿や執筆の依頼

研究業績の評価

査読論文の採否判定

研究発表の機会

研究発表の機会

学会などでの研究活動において、男女の処遇に差

があると思いますか

男性(n=185) 女性(n=55)

(2016「男女共同参画推進に関するアンケート」日本哲学会)

（複数回答）

クリティカ
ル・マスの
達成により、
今後、男女
の処遇差
の改善が
期待できる
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⑤
男女共同参画

ワーキンググループによる
活動
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Point  日本哲学会の利点

ジェンダー平等に関する理論研究を哲学分
野で学問的に基礎づけることができる。

ポジティブアクション、ハラスメント
ジェンダー平等

実践への応用へ

ジェンダーバランスを配慮した役員の
定数枠設置

ワークショップ
の開催
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男女共同参画
ワークショップの開催

2016 ポジティブ・
アクションの根拠
とは？

2006 哲学とジェンダー
2013 哲学とミソジニー
2015   gender equality

（男女共同参画）
の理念と現状

109



2013～15年度の

ワークショップの成果
は『理想』（695, 2015）
に掲載し、議論の進
展を蓄積している。

研究成果の蓄積
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日本哲学会学会誌『哲学』第69号、2018年

池田 喬 「趣意文」
池田 喬 「ただの言葉がなぜ傷つけるのか

:ハラスメント発言の言語行為論的探究」
和泉 悠 「総称文とセクシャルハラスメント 」
神島 裕子 「構造的不正義としてのハラスメント

:ヤングの責任モデルによる、大学におけ
るセクハラ問題の考察」

補遺１ 鈴木 伸国 「哲学・思想系学会におけるハラス
メントへの対応状況」

補遺２ 和泉 ちえ 「ギリシア哲学の視点からハラス
メント問題を考える 」

特別企画「ハラスメントとは何か？
――哲学・倫理学からのアプローチ」
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他学会との連携

2012 日本哲学会男女共同参画・若手研究者支援ワーキ
ンググループ有志（和泉ちえ、小島優子、岡本由起
子）が日本学術会議ジェンダー分科会で、
「人文社会科学系男女共同参画 連絡会設立準備
会」の設立を呼びかけた。

2017 ＧＥＡＨＳＳ設立へ

日本学術会議と連携して
準備体制を築く

112



他学会との連携

研費基盤研究（B）研究代表者 和泉ちえ
「哲学分野における男女共同参画と

若手研究者育成に関する理論・実践的研究」
2016年度～
2018年度

共催ワークショップ開催

2019．3 広島大学応用

倫理学プロジェクト研究セ
ンター
「ジェンダーと応用倫理」

2018．12 北海道哲学会

「ホッブズ母権論の射
程ーー中村敏子『トマス・
ホッブズの母権論』を手
がかりに」

2016.10 東北哲学会
「哲学を教えること」

2018.10 関西哲学会

「哲学および人文・社会科
学における男女共同参画
推進・若手研究者支援の
理念、現状、そして展望」

2017．12 西日本哲学会

「学会で哲学するというこ
と」

2018.10 日本科学哲学会

「科学哲学・分析哲学分野
の若手研究者のキャリア
形成を考える」
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女性研究者の連携

2015 女性研究者交流会
2016 ほぼ女性研究者交流会
2017 女性研究者交流会
2018 「ネットワーキングランチ」

（女性対象）
大会時の昼休みに開催
・自己紹介、連絡先交換
・学生参加者へのフォロー

学会の
公式

行事化
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大会時の託児補助支給のためのフローチャート

大会時の
託児補助

大会時託児
サービスの
ニーズ調査

会員への
意識調査

①
③

②

（２０１２)
（２０１３～）

（２００５）

37%が大会

会場の保育
所設置が必
要と回答

利用する子どもの
年齢・人数

時間帯・利用料金
の上限を調査

男女共同参画ワーキンググループの活動

未就学児
1人につき
5千円/日
の補助
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今後の展望

・他学会や、諸外国の哲学系学会との連携を図
り情報交換をしながら、男女共同参画および若
手研究者育成の取組を進める。

・会員の現状とニーズを調査した上で、ハラスメ
ントへの対応を検討する。
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